
 

 

 

あいち地域日本語教育推進センターの概要 

 

１ 趣 旨 

2019 年６月に「日本語教育の推進に関する法律」が施行され、地方公共団体は、

日本語教育が適切に行われるよう、関係者相互の連携の強化その他必要な体制の整 

備に努めることが明記されたことから、文化庁の補助事業を活用し、「あいち地域 

日本語教育推進センター」を 2020 年４月に設置。 

２ 運営主体・体制 

愛知県県民文化局県民生活部社会活動推進課多文化共生推進室内に設置 

・県職員５名（総括コーディネーターを含む。センター長：多文化共生推進

室長）により運営。 

①総括コーディネーター 

地域日本語教育の専門的な知識に基づき、県や地域日本語教育コーディネー 

ターに対する指導・助言、関係者の調整、広報活動等を行う司令塔的な役割を 

担う「総括コーディネーター」（臨時的任用職員）を１名、公募にて採用する。 

②地域日本語教育コーディネーター（尾張３名、西三河３名、東三河２名） 

総括コーディネーターの下、県内各地域において県が推進する事業のコーディ 

ネートや、市町村や地域の日本語教室の現場に対して教育プログラム策定や教 

室運営・改善の指導・助言等を行う「地域日本語教育コーディネーター（※）」 

を設置 

※学識経験者、日本語教室支援ＮＰＯ法人等へ委嘱 

【参考】あいち地域日本語教育推進センターの事業及び体制図 

 
愛知県 多文化共生社会に向けた地域における日本語教育推進のあり方 

あいち外国人の日本語教育推進会議 

 

 
 

関係機関と連携しながら、愛知県内における地域の日本語教育を総合的・体系的に 

コーディネートし、推進していくための事業や調査を行う。（センター長：多文化共生推進室長） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 多文化共生日本語 
スピーチコンテスト 

愛知県地域日本語教育推進補助金 

※市町村等への間接補助金 

＜コーディネーター関与事業（委託事業等）＞ 

各種調査等 

施策提案 
助  言 
情報共有 

尾張地区(3 名) 西三河地区(3名) 東三河地区(2名) 

派  遣 
（指導・助言・講
師・事業のコーデ
ィネート等） 

＜県直営事業＞ 

＜ＮＰＯ団体等・市町村（委託事業等実施主体）＞ 

補助金・調査 

地域の日本語教室・外国人県民 

事業の実施・補助金交付等 

地域日本語教育コーディネーター 

あいち地域日本語教育推進センター〔県民文化局多文化共生推進室に設置〕 

多 文 化 子 育 て 

サ ロ ン 設 置 促 進 

地 域 に お け る 
初 期 日 本 語 教 育 

プレスクールの普及 
説 明 会 

地域日本語教育 

ネットワーク会議 

(公財)愛知県国際交流協会 

日本語指導員育成事業 

子どもに対する日本語学習 

支援者スキルアップ研修事業 

地 域 日 本 語 教 育 

研 修 会 

日本語教育の推進に関する指導や助言、関係者の調整、広報活動等を行う。 

 

総括コーディネーター 

助言 
相談 

総括コーディネーターのもと、県内各地域における日本語教育の 
指導・助言、事業のコーディネート等を行う。 

愛知県国際交流協会 
運 営 費 補 助 金 

補 助 

大人向け日本語学習支援 
者入門講座 

あいち地域日本語教育 
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ派遣事業 


